
Southern Cross Travel Insurance 

インターナショナルスチューデント 約款 

 

注：以下は、ウィングオセアニアがサザンクロス旅行保険の約款を独自に翻訳したものです。内容は一部省略し

てあり、翻訳の正確性についての責任は負いかねます。ガイドラインとしてご利用ください。また、ウィングオ

セアニアは、この訳から生じた被保険者への損害、損失についての責任は一切負いかねます。正確性を求める場

合は、独自に約款英語原本を訳すことをおすすめ致します。  

 

用語定義 

私達 

Southern Cross Travel Insurance サザンクロス旅行保険 

貴方 

保険証に記載されて被保険者 

オーストラリア＆南太平洋 

ニュージーランド出国及び帰国での次の渡航国：オーストラリア、ニューカレドニア、フィジー、バヌアツ、サ

モア、アメリカ領サモア、トンガ、クック諸島、フランス領ポリネシア、タヒチ、ノーフォーク島、バリ、ロン

ボック、ニウエ 

免責 

一出来事毎のクレームにおいて、自己負担金$75 を支払わなければなりません。全ての条項に適用されます。 

家族 

契約者と同行の配偶者、及び 17 歳以下の未婚の子供達 

近親 

配偶者、婚約者、親、祖父母、兄弟、姉妹、子供、孫、舅姑、義姉妹、義兄弟 

保険期間 

保険契約開始日か保険料全額を領収した日（着金確認日）のいずれか後に起きた日から契約終了日、または本国

帰国日いずれか早く起きた日まで  

レンタカー 

貴方が正式に認可されたレンタカー事業者から借りた運転手を含む 8人乗り以下のスタンダードモデル。電動自

動車、200cc以下のモーターバイク、8人乗り以下のキャンパーバンも含む 

特別行事 

結婚式、葬式、コンフェレンス、コンサート、ショウ、スポーツイベント 

予期しない出来事 

貴方のコントロール範囲外の突然で予知できない偶然な- 

(a)貴方の死、重傷、予期しない重病 

(b)貴方の本国の 80 歳以下の近親者の予期しなかった死、重傷、予期しない重病 

(c)その他の予期しなかったケース 

 

全ての章に適用される一般条件 

貴方の義務 

1. 貴方は、保険のリスクやクレームを受理する判断に関わる全ての事実と関連情報を開示しなければ、この保



険契約の責任を負いません。 

2. 貴方は、申請から契約開始前にこの保険に関わる人の健康や疾病状態に変更あった場合は、私達に連絡をし

なければなりません。私たちは、これらの変更から生じたいかなる損失や経費を支払う義務がありません。

これは、保険申請が受理されてから保険開始前までの間に新たな疾病状態が生じたか、前からの疾病状態に

変化が生じた場合へのいかなる経費を補償する義務がないということ意味します。変更は、条項 3-1 及び条

項 3-2 において、医師からの診断書を提供することにより補償が認められます。変更が生じた場合は、私達

のコンサルタント 0800 800 571 へ相談してください。 

3. 私達が要求する場合は、医師、警察、他の権威者から貴方の費用でリポートを取得し提供しなければなりま

せん。 

4. 交戦地帯、孤立地帯などで緊急援助を組織するのは不可能ですので、出発前に確認をしてください。外務省

サイトwww.safetravel.govt.nzで確認をしてください。 

予期しないことが起きたら 

5. 状況によっては、貴方はサザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスへ連絡をとらなければなりません。

さもなければクレームが破棄されます。例として‐  

(a) 旅行の早期切り止め 

(b) 入院 

(c) 本国かニュージーランドへの早期帰還を余儀なくさせる治療手当てが必要 

サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスから前もって承認が必要な時は、第 1,2 と 3 章を参照し

てください。 

6. 損失、盗難を警察、警備、権威者に報告する時は、損失の発見から 24 時間以内にレポートを作成してもら

う。 

7. クレームが可能になり次第、出来るだけ早く書面にてクレームしてください。 

8. この保険証に記載されている貨幣は、全てニュージーランド・ドルです。金額には、適用されるべき税金が

含まれます。サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスが支払った以外のクレームの支払いは、ニュー

ジーランド国内かニュージーランドからされる。 

9. 貴方のクレームを実証する為に、オリジナルのレシートと書類が提出されなければなりません。コピーはお

受けできません。請求があり次第、貴方の費用で翻訳も含む完全な証拠が提出されなければなりません。 

10. 私達は、貴方の名前で、私たちの費用によりクレーム回収することが出来ます。 

11. もし、虚偽の情報提供か不正なクレームがいかなる形において起された場合、保険は無効になりクレームは

支払われません。 

12. この保険に関して訴訟があった場合は、ニュージーランドの法律が適用されニュージーランドの司法制度が

作用されます。 

13. 私達が前もって書面にて承諾しない限り、追加の旅行と宿泊のクレームをする際には、オリジナルと同じ内

容とクラスのものでなければなりません。 

14. もし、クレームが他の保険等でカバーされる場合は、私達はそれらがカバーしなかった差額分だけを支払い

ます。第 4章には適用されません 

15. クレームは、貴方が私達にクレームの調査と確証に必要な情報の収集、保持、使用、開示に関しての権威を

得ることを条件として起こせます。 

補償規約  

16. 貴方は、この保険内容と一致しているのであれば私達の契約エージェント、ブローカー、代理人による口頭

の陳述を受け入れてもよい。一致していなければ、私達が書面に記述しない限り、それを受け入れてはなり

ません。 

http://www.safetravel.govt.nz/


17. スチューデントマックス（Student Max）と スチューデントエッセンシャル（Student Essentials）の 2

つのプランがあります。スチューデントマックスは、全ての章（1-8）が保険加入者に適用されます。スチ

ューデントエッセンシャルでは第 1章から第 7章が保険加入者に適用されますが、第 8章（携行品）は適用

外です。しかし、一品$5,000 までの携行品は追加保険料を支払うことでカバーされます。 

18. 個人とファミリーの２タイプがあります。個人は、年齢にかかわらず学生ビザ取得者で保険証に記載された

名前の方一名をカバーします。ファミリーは、保険証に記載された保険契約者（学生ビザ取得者）と同行の

その配偶者及び 17 歳以下の未婚の子供達をカバーします。 

19. この保険は、保険証に記載されている期間分が発行されます。もし、学生ビザをお持ちであれば、契約末期

に延長のお申し込みが出来ます。もし、延長を継続的にしなかった場合は、前の契約期間中に生じた病状は

新たな契約においては適用外されます。 

20. 第 3章においては、私達、または正規エージェントが保険料を受け取った日から保険のカバーが開始されま

す。その他の章のカバーは、保険契約開始日か私達が保険料全額を受け取った日のいずれか後に発生した日

に開始されます。カバーは次のように適用されます：  

(a) 本国への一時帰国が 90 日間を超えない場合は、一保険証につき最高$20,000 までカバーされます。 

(b) 貴方の本国内では、第 3章のみが適用されます。  

(c) ニュージーランド国内と以下の旅行においては、全ての章が適用されます： 

• 本国出国後からニュージーランド到着まで最高 31 日間の旅行。 

• ニュージーランド出国後から本国到着までの最高 31 日間の旅行。上の(a)と (b)は、適用されませ

ん。  

• ニュージーランドからオーストラリア、南太平洋地域、そしてニュージーランドへ帰国する最高 31

日の旅行。 

保険契約カバーは、保険証に記載された保険契約終了日か本国帰国のいずれか早く起きた時点で終了になり

ます。 

21. 本国とニュージーランド間、またはオーストラリア、南太平洋地域で起きたクレームでは、必要書類のほか

に搭乗券かパスポートスタンプの押されたページを提供しなければならない。 

22. インターナショナルスチューデント保険は、私達の独断で発行いたしまます。以前に発行されたことがあっ

ても、発行を断ることもいたします。 

23. 保険の条件は、私達が貴方へ書面で通知することにより放棄できます。 

24. 学校によりニュージーランド国内で執行されたアクティビティにおいての怪我はカバーされます。 

25. 疾病、怪我、交通機関の問題が原因で貴方の帰国が遅れた際には、保険契約期間が自動的に延長されます。

サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスに知らせて延長を確認してください。 

26. 最初に被ってから 12 ヶ月以内に再度、予期せぬ長期にわたる怪我、疾病になった場合は、医療経費のみが

カバーされます。12 ヶ月経過したら、それらの経費は終了いたしますが、第 2章 1医療避難と第 1章 3旅行

後の治療が適用されます。 

27. クレームした条件が予期せぬ長期にわたる怪我、疾病以外のカバーは、延長契約をすることで継続されます。 

28. サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの指示に従わない場合は、保証金支払いを拒否するかもしれ

ません。 

保険料金 

29. 保険料の支払いは、これらの条約条件に同意したものとみなします。 

30. 解約は、保険購入後 10 日以内でクレームをしていなければ全額返金いたします。10 日以降の解約では、返

金は一切ありません。 

 



一般適用対象外 全ての章に適用されます 

以下から直接、または間接的に生じた経費と損失はカバーいたしません。 
1. 開示し当社が書面で同意した以外の先在する症状、先天的な欠陥と障害（第 1 章 1(c)精神衛生、第 1 章 7 同

伴者、第 2 章 1 医療避難は、適用外） 
2. 精神病、神経症、うつ病、ストレス、不安 
3. AIDS、HIV、性病 
4. 妊娠、出産（妊娠 28 週目以内に起きた疾病、緊急治療と予期せぬ併発症状は適用外） 
5. 自傷行為と自殺及び自殺行為、妊娠中絶、アルコール、または違法麻薬の影響下、アルコール中毒、貴方の

住居へ招待された人、売春行為、ヒッチハイキング、犯罪行為 
6. 入院治療待ちか治療中の症状、または海外かニュージーランドへ診断目的の為に渡航 
7. 医師のアドバイスに反する旅行、または診断、医師のアドバイスを得る目的の旅行 
8. 保険契約開始前に生じた疾病の継続治療、または投薬 
9. 以下の行動行為 

• プロフェッショナルスポーツ 
• 海外での競争スポーツ  
• 競馬  
• モータースポーツ 
• ハンティング 
• スキー場以外のダウンヒルスキー、スノーボード 
• ハンググライダー、マイクロライト飛行機、カイトサーフィン 
• 外洋ヨット 
• 無許可のアプザイレン、洞窟探検、ケービング、パラシューティング、バンジージャンプ、急流 下り

ラフティング、洞窟ラフティング 
• ロープ、ガイドを必要とする登山、ロッククライミング 
• 許可企画されたツアー以外の高度、または隔離された地域のツアー 
• オープンワォーターダイビング資格所有者かインストラクター監視下以外でのダイビング 

10. 定期輸送サービスとして運賃支払いの客を受け付けない航空、航海旅行、及び近海運航のチャーター船 
11. 飛行機の乗務員 
12. 税関、政府権威による没収、拘束、要求、破壊 
13. 本国、またはニュージーランド出国前に起きている暴動、動乱 
14. 旅行しないようにメディアにより危険勧告や発表されていたにもかかわらず、クレーム回避の為の予防策を

怠った 
15. 戦争、侵略、内乱、または全ての予期える暴力、軍事、海軍、空軍オペレーション行為 
16. 限度額$100,000 以内の 1 章 8 のテロによる医療/避難経費、2 章 1 医療避難、2 章 2 遺体/葬儀費用、3 章 6

ハイジャック現金手当て‐以外のテロ行為 
17. 核兵器物質、または核廃棄物、核燃料の燃焼からの放射と汚染 
18. 恩恵の結果的な損失（エアーポイント得点）、楽しみの損失 
19. 人命救助行為以外で身の危険にさらす行為 
20. 過酷労働、危険労働 
21. 機能、データフォーマットの影響によるコンピュータハードウェア、ソフトウェア 
22. サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの指示とアドバイスに従わなかったクレーム 
23. 貴方の意思でニュージーランドに滞在しなかった場合 



 
第 1 章 医療費 
1. 医療費 

保険契約期間中に予期せぬ怪我、疾病にかかった補償金を支払います。医療経費の支払いは、記述されてい

ない限り無制限です。 
予期せぬ長期にわたる怪我、疾病は、最初にこうむったか診断された日から 12 ヶ月以内まで医療経費を支

払います。その後は医療経費の支払いは終了いたしますが、第 2章 1医療避難と第 1章 3旅行後の治療が適

用されます。 
特別限度額 
(a) 視覚矯正 

初めて眼鏡が必要になった場合と視力の変化により眼鏡を替えなければならない場合は、以下の限度額

内でレンズ代と検眼師料を支払います。 
検眼師料金 一回につき$50 年$250 まで レンズ 一人年$100 まで 

(b) 理学療法士/カイロプラクティック/鍼灸士/整骨医/足病医/栄養士/皮膚治療 
医師の指示による治療であれば、一人年$200 まで支払います。 

(c) 精神障害治療 
神経症、うつ病、ストレス、不安症の治療に対し一人年$20,000 まで支払います。 

2. 緊急歯科治療 以下の治療に対し年$500 まで支払います。 
(a) 抗生物質投与による急な鋭い痛みの緩和手当て 
(b) 歯への負傷（急な鋭い痛みからの続発であること） 

3. 帰国後の治療手当て 以下の両方が該当しなければなりません。 
(a) ニュージーランド国内で貴方のクレームが容認された 
(b) 私達のコンサルタントが本国で引き続き治療が必要であると証明した 

帰国後 3 ヶ月まで 一人$10,000 まで 他の保険等でカバーされなかった額 
4. 入院中の現金所要費 以下の両方が該当すれば、24 時間毎$100 一人年$10,000 まで支払います。 

(a) 私達がクレームを容認した 
(b) 継続 72 時間以上の入院を余儀なくされた 

5. 追加の旅費と宿泊費 以下の両方が該当しなければなりません。 
(a) 医療経費としてクレームをできる疾病、怪我 
(b) 医師により回復(治療)が必要と判断される 

私達は、一回の出来事に最高$5,000 まで貴方と他の保険加入者の旅行、電話、宿泊、食事代などの必

要経費を支払います。サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの承認を得なければなりません。 
6. 航空券の失効 

この章でのクレームにより航空券が失効してしまった場合は、本国の降機地までのエコノミークラスの航空

券代を支払います。サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの承認を得なければなりません。 
7. 同行者（緊急渡航） 以下の全てが該当しなければならない。 

(a) 貴方は一人で旅行中である(ファミリープランは適用外) 
(b) 私達がクレームを容認した 
(c) 10 日以上の入院 

貴方が指名した 2 名の家族の本国、またはニュージーランドから貴方の入院先までのエコノミークラス

の往復航空券と宿泊代、食事代を最高一保険証につき$50,000 まで支払います。サザンクロス・ワール

ドワイド・アシスタンスの承認を得なければなりません。 



8. テロを起因とする医療と避難 
テロが発生した場合、サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの承認を得ることで以下がカバーされ

ます。 
テロ行為により被った怪我の医療費と諸経費 第 2 章 1 医療避難、第 2 章 2 遺体返還と葬儀費用 第 3 章 6
ハイジャック現金支給を一保険証につき$100,000 まで支払います。メディアにより忠告されていた国へ渡

航した場合は、適用外となります。 
 
第２章 避難と本国帰還 
1. 医療避難 

サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスが医療避難を容認すれば、給付金支払い基準内で避難コスト

を支払います。貴方は私達の指示に従わなければなりません。また、私達は避難させる絶対的権利を有し、

貴方を他国へ避難させる事も出来きます。 
2. 遺体返還と葬儀費用 貴方が死亡した場合は以下を支払います。 

(a) 死亡した地域での葬儀費用 火葬か死体防腐処置代を含む；または、 
(b) 本国への遺体送還費用と火葬か死体防腐処置代 

上のアシストの為に家族二名までのエコノミークラス往復航空券を支払います。支払い限度額$100,000
サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの承認を得なければなりません。 

3. 捜索と救助 一人年$10,000 まで支払います。 
捜索と救助の条件 
(a) 山での遭難から生じた救助費用は、適当な額でなければならない。 
(b) ニュージーランド国内では、捜索救助団体、沿岸警備隊、警察、国防軍によって支払援助されなければ

ならない。 
(c) ニュージーランド国外では、沿岸警備隊か正式に認められた政府国防軍によって支払援助されなければ

ならない。 
(d) 全ての旅行において、基本的な安全対策を施こさなければならない。 

特に： 
(ⅰ) 陸の場合‐定期的に明確な道印があるオフロード、高質な地図、コンパス/GPS、 
最低一つの通信機器 （フルチャージされた携帯電話など） 
(ⅱ) 海洋の場合‐海上安全ガイドラインと必要条件を満たした乗り物 

(e) 私達には貴方の捜査救助活動の開始と準備をする責任はありません。 
 
第 1 章と第２章での適用対象外 
(a) 公的基金の手当てやケアが受けられる病院や医療治療 
(b) サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの承認なしでの入院治療 入院後 48 時間以内に本人、また

は代理人が連絡をしなければならない。 
(c) 担当医の指示無しでの特別治療 
(d) 随意の治療 
(e) 移民局への健康スクリーニング 
(f) 予防薬、予防診断、予防医療（避妊に限らず）と健康を害していない状態においての健康回復手当て 
(g) 歯のメインテナンス、メインテナンス維持、衛生の怠りから生じた治療、ブリッジ、修復、キャップ、クラ

ウン、貴金属コスト、ピン、ツメ、根管 
(h) ACC（ニュージーランド医療保険制度）により補償支払いが却下されたその証明書無しの治療 



(i) 無資格の医師による治療 
(j) 使い捨てコンタクトレンズ 
(k) 医療器具の初期購入費 
(l) 第 2 章‐1 以外の口腔手術 
 
第３章 旅行の中止と変更 
1. 延期 

予期しない出来事により計画した旅行を延期し、予定の組直しにかかった費用を支払います。 
2. 予定した旅行の解約 

予期しない出来事による旅行出発前の解約において、払い戻し不可能な予約金を支払います。最高$10,000
まで 

3. 旅行の短縮と再開 
予期しない出来事により旅行を短縮して本国へ帰国しなければならない場合は、以下を支払います。 
a. 帰国の旅費 (と出来事から１２ヶ月以内において旅行再開する為のニュージーランド渡航費) 
b. 電話代、宿泊費、食事代 
返金されなかった差額分を補償支払いいたします。サザンクロス・ワールドワイド・アシスタンスの承認を

得なければなりません。 
4. 授業料  

予期しない出来事により受講不可能になった場合において返金されなかった授業料を支払います。 
5. 旅行遅延と接続便への乗り遅れ 

出発予定時刻より 12 時間以上の遅れ、または接続航空便へ乗り遅れた場合、追加の旅行費、電話代、宿泊

代、食事代を支払います。12 時間毎$250 まで 最高$2,000 まで 
6. ハイジャック現金支給 

ハイジャックにより目的地到着を妨害された場合は、最高額$500 支払います。  
 
第３章においての必要条件 
第３章においてクレームが適用されるには、ニュージーランド国外の国際線に関係していなければならない。国

際線からの乗り入れでない限り、ニュージーランド国内線には適用されません。 
 
第３章での適用対象外 以下から直接、間接的に生じたクレームは支払いません。  
(a) 貴方の意思による旅行の変更中止 
(b) お金の事情と仕事での約束 
(c) 本人による乗り遅れかビザ、パスポート、航空券/乗車券の準備の怠りから生じた乗り遅れ 
(d) 交通機関の責任により生じた遅延 経費の払い戻しが出来る場合 
(e) 旅行代理店、ツアーオペレーター、卸業者、航空会社、サービスプロバイダーのミス、不履行、倒産、また

は本人、家族のミス 
(f) ツアーオペレーター、卸業者の無能、怠慢による旅程の不備 
(g) 教育機関を含むサービスプロバイダーの資金問題 
(h) この章において、クレームにより既に追加宿泊費と航空券代が支給された場合は、航空券と宿泊代の解約手

数料。損失分をクレームするか追加費用をクレームするかのいずれかになります。 
(i) 本人が予約再確認を怠ったか規定された時間内に出発しなかった 
 



第４章 事故（怪我による死亡、または身体不随） 
貴方(または、貴方の遺族）は、診断書や証明書により保険契約期間中の怪我から生じた身体障害、死亡であるこ

とを証明しなければならない。死亡の場合は、私達の費用で検死解剖を実施する権利を有します。 
1. 事故死 

契約期間中の怪我がもとで死亡した場合は、遺言執行者に給付金支払基準表の表示額を支払います。ファミ

リープランは、一保険証で最高額が$50,000 となります。 
2. 失明 

両目の完全失明は、給付金支払基準表の表示額を支払います。片目の場合は、表示額の 50%を支払います。 
3. 四肢の損失 

(a) 腕、または手首 
(b) 足、または足首 
給付金表の表示額の 50%を支払います。 

4. 身体不随 
保険契約期間中に起きた怪我から就職不可能な身体付随に陥った場合、給付金支払基準内で補償金を支払い

ます。 
 
第４章での適用対象外 
(a) 最初に怪我が起きてから 90 日以後の死亡 
(b) 飲酒、ドラッグ影響下で生じた怪我  
(c) 不慮の死亡の場合 保険証発行の時点で貴方の年齢が 9 歳以下、または 81 歳以上の場合 
(d) すべての疾患、疾病 
(e) 保険証発行の時点で 81 歳以上の方には、2 条から 4 条までは適用されません。 
 
第５章 個人賠償責任  
1. 以下において法的責任になった場合は、全ての損害、賠償、法的費用を支払います。 

a. 他人への負傷（死亡も含む） 
b. 物への損害損失 

2. 誤認逮捕と不正留置 
誤認逮捕と不正留置から生じた法的費用を一人年$10,000 まで支払います。 

 
第５章においての条件 
1. 私達との書面での同意前に誰にも過失、責任を認めてはならない。 
2. ニュージーランド国内で起きた出来事で$5,000 以上のクレームは、ニュージーランドの法廷で法的責任が立

証されなければならない。 
3.  ニュージーランド国内で起きた出来事で$5,000 以下のクレームは、第三者損害査定人により立証されなけ

ればならない。 
4.  ニュージーランド国外での出来事は、その国の法廷で法的責任が立証されなければならない。 
 
第５章での適用対象外 以下から直接、間接的に生じたクレームには支払いません。 
(a) 乗り物、航空機、船舶の所有と使用 
(b) 臨時の住居以外での土地、建物の所有と使用 
(c) 飲酒、薬物の影響下（病院、医師の指示のもと以外 



(d) 銃器の使用 
(e) 職業、ビジネス、またはプロフェッション 
(f) 雇用主責任、家族への契約責任 
(g) 犯罪においての手続きから生じた弁護士料 
(h) 貴方と貴方の家族による意図的、悪意のある、または違法な行為 
(i) 同居家族への障害 
(j) 貴方、または貴方の家族の所有、管理中、保管、監督中の動物 
 
第６章 レンタカー免責 
レンタカーの盗難、損害においてレンタカー会社へ支払った免責、弁償額を給付金支払基準内で支払います。 
 
第６章での適用外  
(a) 道路交通法違反した場合 
(b) 無許可レンタカー会社からのレント 
(c) レンタカー同意書の規約違反 
(d) アルコール、薬物の影響下 
(e) オフロード運転中に起きた損害 
 
第 7 章 現金と旅行書類 
1. 現金 

回避出来ない予期せぬ出来事による現金、トラベラーズチェックの盗難、または紛失に対して給付金支払基

準内で補償金を支払います。 
2. クレジットカード、旅行書類 

回避出来ない予期せぬ出来事によりクレジットカード、旅行書類(乗車/航空券、パスポートを含む)を盗難、

紛失、または損害した場合は再発行手数料を給付金支払基準内で支払います。 
 
第 7 章には免責$75.00 が適用されます。 
 
第８章 バッグと携行品 ※スチューデントエッセンシャルプランには適用外です。 
1. 紛失、盗難、破損した所持品 

回避出来ない予期せぬ出来事による紛失、盗難、損害に対して給付金支払基準内で賠償金を支払うか修理い

たします。 
補償限度額 合計$25,000 まで クレームの際には、レシート等で所有証明が必要です。 
(a) ノートブックコンピュータ、カメラ、ビデオカメラ、カムコーダー、またこれらの類似品への支払い限

度額は、一品、または一セット$2,500 まで 
(b) 自転車以外の追加携行品（一品が$1,500 以上の品）は、その品物の市場価格の 2%を支払うことで追加

カバーできます。一品、または一セットの価格が最高$5,000 合計$15,000 まで 
(c) それ以外の品目の支払い限度額は、一品、または一セット$1,500 まで 

2. バッグ到着遅延 
目的地到着後 12 時間以上バッグが到着遅延した場合は、必需品購入の為に最高$500 まで支払います。最初

に交通機関へクレームをして、交通機関からのレポートと購入品のレシートを提出してください。ニュージ

ーランド国内旅行には適用されません。 



 
第 8 章に適用される免責 
第 8 章においてのクレームは、コンピュータには免責$500、それ以外のものには免責$200 が適用されます。 
 
第 7 章と第 8 章においての条件 
1. 貴方は、常に所持品に対して適度な安全対策を施していなければならない。 
2. 貴方は、所持品を取り戻すに全力を費やさなければならない。 
3. 航空会社、交通機関、ホテル、ツアーオペレーターの管理下でおきた紛失、盗難、損害は、それらの会社へ

直ちに報告し、クレームをしてレポートを取得する。クレージットカード、トラベラーズチェック、旅行書

類の紛失、破損は、直ちに発行会社へ報告し使用停止にしなければならない。 
4. 全ての紛失は、発覚から 24 時間以内に警察か政府機関に報告をしなければなりません。 
5. 紛失盗難品、現金を所有していたことを立証する必要があります。 
6. 損傷したものは、私達が検査できるようにそのままの状態に保たれていなければなりません。 
 
第 7 章と第 8 章での適用対象外 以下から直接、間接的に生じたクレームには支払いません。 
(a) 貴方が常に持ち運んでいないか、貴方の住居の鍵をかけた安全な場所かホテルの金庫に預けなかったノート

ブックコンピュータ、カメラ、ビデオカメラ、貴金属、現金、旅行書類の紛失、盗難、損害。 
(b) 身の回り品、現金、書類の紛失、盗難、損害： 

1 安全対策の怠り 
2 公共の場所への放置 
3 一晩車内への放置 
4 鍵をかけていない車内、建物への放置 

(c) 置き忘れた身の回り品、現金、書類 ホテルやその他宿泊先の部屋を含む 
(d) 交通機関利用中に身に着けていなかった場合 
(e) 別送品 
(f) 使用中に損傷したスポーツ用品 
(g) チェーンの鍵をかけなかった自転車 
(h) 電動車 
(i) ソフトウェア、プログラムデータ、電気または機械的な故障 
(j) グラス、壊れやすい物の破損、価値の下落、虫食い、害虫被害、クリーニングの過程、染め、修理、修復、 

消耗、漏出、低下、大気汚染、気象影響、日照影響 
(k) ボンド、クーポン、切手、証券、証書、原稿、金塊の有価証券 
(l) 為替においての平価切下げ、または欠損 
(m) 売却、トレード、サンプル目的の物品 
(n) 全てのアイウェア サングラス、眼鏡、コンタクトレンズ等を含む 
 
スチューデントエッセンシャルズ 追加携行品 
この章は以下によりカバーされます。 
1. 貴方は、スチューデントエッセンシャルズ・プランを選択しました。 
2. 貴方は、$5,000 以下の品を追加指定しました。 
3. 追加料金として追加指定携行品の市場価格の 2%を支払いました。 
4. 私達はその追加携行品を確認しました。 



 
1. 紛失、盗難、破損した追加携行品 

回避出来ない予期せぬ出来事による紛失、盗難、損害に対して補償範囲内で最高支払額$5,000、全品合計

$15,000 までを支払うか修理いたします。レシート等で所有をしていた証明が必要です。自転車は適用外に

なります。 
 
スチューデントエッセンシャルズの指定携行品に適用される免責 
コンピュータには免責$500、それ以外の品物には免責$200 が適用されます。 
 
この章においての条件 
既に記述された“第 7 章と第 8 章においての条件”が適用されます。 
 
この章での適用対象外 
既に記述された“第 7 章と第 8 章での適用対象外”が適用されます。  


